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既存事業とは異なる新たな市場への進出や、高付加価値な事業展開を目指す中小企業を支援するための補助金です。新市場

への挑戦を後押しすることで、企業の生産性や収益力の向上を図り、従業員の賃上げに繋げることを目的としています。設備投

資や研究開発費、新たな販路開拓のための広告宣伝費など、幅広い経費が補助の対象となる点が大きな特徴です。

「中小企業新事業進出補助金」とは？

第3回公募中！

その新規事業、補助金が使えるかもしれません

― 採択事例から考える新事業進出補助金 ―

～認定支援機関で対応できます～

・各種補助金申請
・経営改善計画書の作成
・創業支援
・優遇金利での資金調達  など ▲ 動画でも ▲

ご視聴できます

佐園達哉税理士事務所からNewsLetterを配信！ 2026年2月号

その新規事業、補助金で実現しませんか？現在公募中の「中小企業新事業進出補助金」について、採択され
やすい事業の共通点や、採択率を高めるポイントを具体的な事例と共に解説します。

第3回公募締切は2026年3月26日（木）です。
自社の事業が補助対象になるかどうか、まずはお気軽にご相談ください。

実際に採択された事業の例

【製造業】

自動車を応用し、航空機部品の製造事業へ新規参入。

【建設業】

注文住宅を活かし、高性能なサウナ小屋の製造・販売事業を開始。

【飲食業】
自社農園で使用し、クラフトビールの醸造・販売事業へ進出。

【卸売業】

鮮魚の卸売事業の知見を活かし、魚のサブスクリプション（定期宅配）

サービスを開始。

なぜこれらの事業が採択されたのか？

まずは、実際にどのような事業が採択されているのか、具体的な事例を見ていきましょう。貴社の事業に近いものや、意外な組み合わせの

アイデアが見つかるかもしれません。

採択事例から学ぶ！あなたの会社でも応用できる新規事業のヒント

これらの事例には、「自社の強み」×「新たな市場のニーズ」と

いう共通点があります。

例えば製造業の例では、「精密な加工技術」という自社の強みを、

「成長が見込まれる航空機産業」という新たな市場で活かして

います。また、飲食業の例では、「果物栽培」という強みを、「クラ

フトビール市場」という新たなニーズに結びつけています。

このように、既存事業で培った技術やノウハウ、資産を、新しい

市場や顧客のニーズに合わせてどのように展開していくかを

具体的に示すことが、採択される事業計画の重要なポイントと

言えるでしょう。

事業計画の魅力に加えて、国の政策目標に貢献する姿勢を示すことで、採択の可能性をさらに高めることができます。それが「加点措置」です。

ここでは、多くの企業が取り組み可能な3つの戦略をご紹介します。

採択率をさらに高める！今から準備できる3つの加点戦略

「くるみん・えるぼし認定」で
社会貢献姿勢を評価

次世代育成支援（くるみん）や女性活躍推

進（えるぼし）といった、厚生労働省の認

定を取得していると評価が高まります。

これは働きやすい職場環境の整備や多様

な人材の確保に繋がると同時に、企業の

社会的信頼を向上させる重要な指標とな

ります。 （具体的な要件：くるみん認定、

えるぼし認定など）

「事業再生」への取り組みで
経営基盤を強固に

「パートナーシップ構築宣言」で
取引先との信頼を強化

サプライチェーン全体で共存共栄を目指

す「パートナーシップ構築宣言」を公表

することも加点対象です。これは、大企業

や取引先との連携を強化し、新たなビジ

ネスチャンスを生むきっかけにもなり

得ます。

これらの加点要素は、単に採択率を上げるためだけでなく、企業の体質強化や社会的な信頼獲得にも繋がる

重要な経営戦略です。申請を検討するこの機会に、ぜひ自社で取り組めるものがないかご確認ください。

中小企業活性化協議会などの支援を

受けて事業再生に取り組んでいる場合も

評価されます。経営基盤を強化する前向

きな姿勢が、新規事業の

成功確度を高めるとして

プラスに働きます。
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